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１ 趣旨 

○ 分娩時の医療事故では、過去の有無の判断が困難な場合が多く、裁判で争われる傾

向があり、このような紛争が多いことが産科医不足の理由の一つ。 

○ このため、安心して産科医療を受けられる環境整備の一環として、 

1) 分娩に係る医療事故により障害等が生じた患者に対して救済し、 

2) 紛争の早期解決を図るとともに、 

3) 事故原因の分析を通して産科医療の質の向上を図る仕組みを創設。 

 

２ 制度の運営主体 

○ 日本医師会との連携の下、「運営組織」を設置。 

○ 運営組織が、補償対象かの審査や事故原因の分析を実施。 

 

３ 制度の加入者 

○ 医療機関や助産所単位で加入。 

 

４ 保険料の負担と、これに伴う分娩費用の上昇した場合の対応 

○ 医療機関や助産所が、運営組織を通じて保険会社に保険料を支払う。 

○ 保険料の負担に伴い分娩費用が上昇した場合は、出産育児一時金での対応を検討。 

○ 保険料の支払いについては、医療機関や助産所にとって加入しやすいものとするため、

関係者の合意により、出産育児一時金の受取代理の仕組みを活用する。 

 

５ 補償の対象者 

○ 補償の対象は、通常の妊娠・分娩にもかかわらず、脳性麻痺となった場合とする。なお、

通常の分娩の定義や障害の程度、対象者の発生件数の調査など制度の詳細な仕組

みについては、事務的に検討。 

 

６ 補償の額等 

○ 補償額については、保険料や発生件数等を見込んで適切に設定。 

○ 現段階では、○千万円前後を想定。 

 

７ 審査及び過失責任との関係 

○ 運営組織が、給付対象であるかどうかの審査を行うとともに、事故原因の分析を実施。 

○ 事故原因等については、再発防止の観点から情報公開。 

○ 過失が認められた場合には、医師賠償責任保険等に求償。 

 

８ 国の支援 

○ 産科医の確保や事故原因の分析を通じて安心できる産科医療が確保され、ひいては、

少子化対策にも資することから、国は制度設計や事務に要する費用の支援を検討。 

 

その他 

○ この制度は、喫緊の課題である産科医療についての補償制度の枠組みではあるが、

今後、医療事故に係る届出の在り方、原因究明、紛争処理及び補償の在り方につい

ても具体化に向けた検討をすすめる。 
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無過失補償制度にかかる費用の流れ 
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